
 

第
４
回
区
議
会
定
例
会
が
、

11
月
21
日
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

会
期
は
12
月
６
日
ま
で
で
す
。 

初
日
の
本
会
議
で
、
私
が
、
日

本
共
産
党
渋
谷
区
議
団
を
代
表

し
て
、
区
長
に
代
表
質
問
を
行
い

一
般
質
問
は
、
22
日
に
牛
尾
ま

さ
み
副
幹
事
長
が
行
い
ま
し
た
。

（
左
記
参
照
） 

今
号
は
、
「
区
民
の
い
ち
の
と

く
ら
し
に
か
か
わ
る
国
政
問
題

に
つ
い
て
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

※
質
問
は
「
要
旨
」
で
す
。 

 

安
倍
９
条
改
憲
許
す
な 

安
倍
首
相
は
「
２
０
２
０
年
ま

で
の
改
憲
」
に
執
念
を
燃
や
し
て

い
ま
す
。
自
民
党
や
日
本
維
新
の

会
は
憲
法
審
査
会
で
、
自
民
党
改

憲
案
を
土
台
に
、
憲
法
９
条
に
自

衛
隊
を
明
記
し
、
海
外
で
の
戦
闘

に
無
制
限
に
参
加
さ
せ
る
改
憲

論
議
を
進
め
、
一
気
に
発
議
ま
で

持
ち
込
も
う
と
し
て
い
ま
す
。
国

民
の
多
数
は
憲
法
改
正
を
望
ん

で
お
ら
ず
、
改
憲
原
案
の
発
議
を

任
務
と
す
る
憲
法
審
査
会
を
開

く
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

11
月
３
日
に
は
、
憲
法
９
条
守

ろ
う
と
１
万
２
千
人
が
国
会
包

囲
行
動
を
行
い
、
11
月
17
日
に

は
、
「
所
属
や
立
場
、
信
条
の
違

い
を
超
え
、
『
憲
法
９
条
擁
護
』

の
一
点
で
手
を
携
え
」
る
と
、
武

蔵
野
市
長
な
ど
全
国
１
３
１
人

の
自
治
体
首
長
ら
の
呼
び
か
け

で
「
全
国
首
長
九
条
の
会
」
が
結

成
さ
れ
ま
し
た
。 

 

区
長
は
、
安
倍
９
条
改
憲
に
反

対
し
、
全
国
首
長
九
条
の
会
に
参

加
す
べ
き
で
す
。
所
見
を
伺
い
ま

す
。 

 

自
衛
隊
の
ペ
ル
シ
ャ
湾
派
遣
止

め
よ 

 

い
ま
、
ア
メ
リ
カ
は
イ
ラ
ク
核

合
意
を
破
棄
し
、
イ
ラ
ン
を
軍
事

的
に
包
囲
網
す
る
た
め
の
有
志

連
合
へ
の
参
加
を
各
国
に
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。
安
倍
政
権
は
、

自
衛
隊
の
中
東
へ
の
派
遣
を
検

討
し
て
い
ま
す
。 

 

区
長
は
、
政
府
に
た
い
し
て
、

ア
メ
リ
カ
と
イ
ラ
ク
双
方
に
、
核

合
意
へ
の
復
帰
を
働
き
か
け
る

と
と
も
に
ペ
ル
シ
ャ
湾
へ
の
自

衛
隊
派
兵
を
止
め
る
よ
う
求
め

る
べ
き
で
す
。
所
見
を
伺
い
ま
す
。 

 

消
費
税
は
５
％
に
減
税
を 

 

消
費
税
10
％
増
税
に
怒
り
と

混
乱
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
わ
が

党
区
議
団
の
「
く
ら
し
・
区
政
の

ア
ン
ケ
ー
ト
」
で
は
、
消
費
税
増

税
に
反
対
が
78
％
、
く
ら
し
や
営

業
へ
の
影
響
が
「
あ
る
」
は
、
91
％

に
達
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
区
民

か
ら
「
年
金
は
減
り
続
け
る
の
に
、

増
税
で
は
暮
ら
し
て
ゆ
け
な
い
」
、

「
首
相
は
桜
を
見
る
会
で
後
援

会
員
に
飲
み
食
い
さ
せ
て
、
生
活

苦
に
あ
え
ぐ
国
民
に
増
税
と
は

絶
対
に
許
せ
な
い
」
な
ど
、
厳
し

い
批
判
の
声
が
上
が
っ
て
い
ま

す
。 

 

安
倍
政
権
の
２
回
の
消
費
税

増
税
に
よ
っ
て
、
13
兆
円
も
の
負

担
増
が
、
経
済
の
６
割
を
占
め
る

家
計
の
購
買
力
を
奪
い
、
国
民
の

く
ら
し
や
中
小
業
者
の
営
業
を

破
壊
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
も
そ
も
消
費
税
導
入
か
ら

31
年
間
で
、
消
費
税
収
は
３
９
７

兆
円
に
な
る
一
方
、
法
人
税
２
９

８
兆
円
、
所
得
税
な
ど
で
２
５
７

兆
円
も
税
収
が
減
っ
て
い
ま
す
。

消
費
税
の
目
的
は
、
「
社
会
保
障

の
た
め
」
で
も
「
財
政
再
建
の
た

め
」
で
も
な
く
「
大
企
業
や
富
裕

層
を
潤
す
」
た
め
で
あ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
す
。 

 

日
本
共
産
党
は
、
消
費
税
の
廃

止
を
目
標
に
、
緊
急
に
５
％
に
戻

し
て
、
国
民
の
消
費
を
活
発
に
し
、

経
済
を
好
循
環
さ
せ
て
税
収
を

拡
大
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い

ま
す
。
そ
の
財
源
は
、
安
倍
政
権

が
進
め
た
大
企
業
や
大
金
持
ち

の
た
め
の
減
税
を
元
に
戻
す
な

ど
で
実
現
で
き
ま
す
。 

 

区
長
は
、
政
府
に
た
い
し
て
消

費
税
の
５
％
へ
の
減
税
を
求
め

る
べ
き
で
す
。
所
見
を
伺
い
ま
す
。 

羽
田
空
港
新
低
空
飛
行
ル
ー
ト

の
撤
回
を
求
め
よ 

 
安
倍
政
権
は
、
羽
田
空
港
新
低

空
飛
行
ル
ー
ト
に
つ
い
て
、
来
年

３
月
29
日
か
ら
の
運
航
を
決
定 
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第
４
回
区
議
会
定
例
会
始
ま
る—

田
中
ま
さ
や
議
員
の
代
表
質
問
よ
り
① 

安
倍
改
憲
NO
！
消
費
税
率
５
％
へ
！
羽
田
新
ル
ー
ト
NO
！ 

 
 

 

 

に
… 

田中まさや議員の代表質問 

【主な項目】 

１．区民のいのちとくらしにかかわる国政

問題について 

２．防災対策の強化について 

３．大企業奉仕から、くらし、福祉、子育て

支援優先の区政への転換について 

４．代々木２・３丁目の国有地について 

５．子育て支援について 

６．教育について 

 

し
、
現
在
、
早
朝
か
ら
小
型
機
に
よ
る
試
験
飛
行

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
高
さ
７
０
０
ｍ
か
ら
１
０

０
０
ｍ
を
、
１
分
か
ら
２
分
間
隔
で
の
超
低
空
飛

行
す
る
渋
谷
区
上
空
の
二
つ
の
ル
ー
ト
に
対
し

て
、
落
下
物
や
墜
落
の
危
険
、
騒
音
な
ど
に
怒
り

が
広
が
り
、
渋
谷
区
議
会
で
も
、
計
画
の
「
見
直

し
」
を
求
め
る
決
議
を
全
会
派
一
致
で
採
択
し
て

い
ま
す
。 

10
月
29
日
に
は
、
国
土
交
通
省
が
開
い
た
新
ル

ー
ト
に
伴
う
公
聴
会
で
も
、
住
民
か
ら
は
反
対
の

声
ば
か
り
で
し
た
。
わ
が
党
区
議
団
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
、
76
％
が
反
対
す
。
安
倍
首
相
は
、「
地
元

の
理
解
を
得
て
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
住
民
の

合
意
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
運
航
開
始

な
ど
許
さ
れ
ま
せ
ん
。 

 

国
土
交
通
省
は
、
１
月
30
日
か
ら
３
月
11
日
の

間
、
民
間
の
定
期
便
を
テ
ス
ト
飛
行
さ
せ
る
と
と

も
に
、
今
月
18
日
か
ら
東
京
、
埼
玉
、
神
奈
川
で

住
民
説
明
会
を
60
回
開
催
し
ま
す
。
本
区
で
開
催

予
定
の
ヒ
カ
リ
エ
、
千
駄
ヶ
谷
社
教
館
、
地
域
交

流
セ
ン
タ
ー
恵
比
寿
す
べ
て
が
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス

型
で
す
。
こ
れ
で
は
区
民
の
声
を
聞
く
立
場
と
は

言
え
ま
せ
ん
。 

少
な
く
と
も
６
カ
所
以
上
、
教
室
型
で
開
催
す

る
よ
う
国
に
強
く
求
め
る
べ
き
で
す
。
区
長
の
所

見
を
伺
い
ま
す
。 

今
で
も
国
内
主
要
７
空
港
だ
け
で
、
年
間
４
４

７
件
も
の
飛
行
機
か
ら
の
落
下
物
が
起
き
て
い
ま

す
。 区

長
は
、「
国
の
責
任
」
と
い
い
ま
す
が
、
区
民

の
安
全
を
守
れ
る
と
言
え
る
の
で
す
か
。
所
見
を

伺
い
ま
す
。 

国
土
交
通
省
は
、
こ
の
計
画
の
必
要
性
の
第
一

に
「
国
際
競
争
力
の
強
化
」
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

経
済
最
優
先
で
、
住
民
の
い
の
ち
と
く
ら
し
を
危

険
に
さ
ら
す
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
政
府
に
、

計
画
の
撤
回
を
求
め
る
べ
き
で
す
。
区
長
の
所
見

を
伺
い
ま
す
。 
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